
Ⅰ 目標に向けた取組の進捗に関する評価

ⅰ）＋ⅱ）の平均値　 　　（3.3＋3.3）／2＝3.3 3.3

ⅰ）取組の進捗

目標値に対する実績に基づく進捗度（当年度実績）
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■ 地方公共団体による特記事項

ⅱ）取組の方向性に対する評価
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・１つの評価指標に複数の数値目標がある場合は、各数値目標の評価を寄与度に応じて加重平均する。
　（例）評価指標１について、a、b、cという３つの数値目標があり、各数値目標の評点・寄与度がa：5･20%、b：4･10%、
　　　　c：3･70%の場合、5×0.2＋4×0.1＋3×0.7＝3.5で、四捨五入して評価指標１の評価は「４」となる。

※外部要因による数値への大幅な影響等があれば記載

73% 3

評価指標毎の進捗の評価の平均値 （5×0＋4×2＋3×1＋2×1＋1×0）／4＝3.3

コミュニティビジネス売上高（30団体平均／年間）

まちづくり活動に参画する市民の割合 95% 4

市民参加型林地残材搬出量（年間） 90% 4

人口の社会動態（転入から転出を減じた人数） 59% 2

総合特別区域の進捗に係る事後評価［観光立国・地域活性化（農林水産業）分野］

たたらの里山再生特区［指定：平成23年12月、認定：平成24年7月］
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Ⅱ 支援措置の活用と地域独自の取組の状況に関する評価

ⅰ）、ⅱ）、ⅲ）の平均値 　　（3.0＋ - ＋3.5）／2＝3.3 3.3

専門家による評価の平均値 3.0

専門家による評価の平均値 -

専門家による評価の平均値 3.5

Ⅲ 取組全体にわたる事業の進捗と政策課題の解決に関する評価

（専門家所見（主なもの）） 3.0

専門家による評価（専門家の総合的な所見）の平均値 3.0

Ⅰ、Ⅱ及びⅢを１：１：２の比率で計算 (3.3＋3.3＋3.0×2)／4＝3.2

・地域コミュニティを地域振興の起点に据えた取り組みは他地域にとっても参考になり、高い評価を与えることができる。
市民による残材の搬出、コミュニティビジネスの取り組みなどは他の中山間地域にも適用することができる。
・定量的指標としては成果として現れにくい取り組みであるが、地域自主組織における６次産業化、生活支援サービス、
コミュニティビジネス、指定管理受託等の多面的取組は極めて重要であり、この機能を維持強化していくことが地域の持
続可能性を左右するともいえる。
・新たな計画に基づく評価であるが、いくつかは旧評価項目を継承している。評価指標によって評価することが難しいも
のがある。行動と成果が強く関連しているような評価が望ましい。
・「人口の社会動態」は、徐々に社会増に転じることを目標としているが、進捗度が165％となった平成27年度に対し、平
成28年度実績の進捗度は59％にとどまった。僅か１年で社会情勢に大きな変化があったとは考えづらいが、その分析
内容は一般的で両年の差異を説明するものにはなっていない。
・財政・税制・金融支援の積極的活用についても、必ずしも活発であるとは言えない。

総合評価

3.2
（注）評価に係る評点及び表記の考え方については以下のとおり。
・評価は５～１（評点）で行う。
・進捗度は、100%以上を５、80%以上100%未満を４、60%以上80%未満を３、40%以上60%未満を２、40%未
満を１とする。
・進捗度以外の評価項目における評点は、５：著しく優れている、４：十分に優れている、３：適当であ
る、２：適当であると認めるには不十分である、１：適当であると認められないとする。

ⅰ） 規制の特例措置を活用した事業等の評価

■国との協議の結果、現時点で実施可能なことが明らかになった措置
（事項）
　農地法第３条第２項の農地取得に係る下限面積要件の緩和
（概要）
　国との協議の結果、農地取得時の下限面積を10ａ未満に設定することができる要件が明らかになったこと受け、平成24年
11月20日の雲南市農業委員会総会において、空き家つきの農地については、下限面積を１ａに引き下げることが決定され
た。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　等

ⅱ） 財政・税制・金融支援の活用実績の評価

ⅲ） 地域独自の取組の状況の評価


